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教職課程事務の概要・学び方について
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白百合女子大学
所在地:東京都調布市

教務部教務課
課⾧代理

元外資系IT企業
システムエンジニア

有馬 美耶子
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本日の予定

１３:００～１４:０0 教職課程事務初任者の学び方

１４:００～１４:１５ 休憩

１４:１５～１５:１５ 多様な学びの一例

１５:１５～１５:３０ 休憩
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本書の立ち位置（教職関連書籍）

イメージを
育てる

知識を
育てる

4



2024/5/27

なぜ、最恐の教職課程事務なのか
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内 容年 月（新聞）
S大、ガイダンスで説明ミス ２５人が希望の教員免許取れず2003年3月（日経）

K大教育学部卒業生、大学のミスで免許授与されず2004年3月（日経）
T大でも２８人、教員免許取れず――誤通知で単位不足2004年3月（日経）

T大で教諭免許履修手引に誤り 女子５人取得できず2005年3月（読売）

教職課程の申請忘れた!K大、新１年生単位得られず2007年1月（読売）

「教職の夢」和解で救済へO大、入学案内ミス謝罪2007年10月（朝日）

教員免許、大学ミス、取得できず、S大の卒業生３１人2011年7月（日経）

４９人教員免許取れず、S大が申請ミス2011年11月（日経）

R大、教職課程の科目編成でミス 卒業生３人、免許取り消し2018年1月（朝日）

教員免許の取得で単位を不正認定、C大、教授を停職処分2019年5月（日経）

新聞掲載の教職課程に係る事件一覧
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教職事務のミスは、大事故につながりやすい
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最恐の教職課程事務

３、授与権者が大学ではない。
２、免許の種類が圧倒的に多い。
１、履修方法が複雑。

４、保護者世代が取れて当たり前だと思っている。

５、事故対応が初動～決着まで教職課程事務担当が
担当する場合が多い。
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有馬的本書の使い方

教職初心者 第3章 全体のイメージを掴む

第4章 担当業務から読んでみる

第１・2章 事例読む

第7章 あたりをつける技術を学ぶ
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有馬的本書の使い方

教職経験者 第１～2章 グループ学習
→そこそこ経験があると、気分が悪くなるかも
しれません。グループ学習に使うと面白いです。

第3～4・7章 初任者への教授用
→自大学の業務と照らし合わせながらさらっと
教職初任者に教えるときなどに活用してください。

第5～６章 トレンドを取り入れる
→実地視察の指摘は教職課程の最新動向を探れる
良い教材です。
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第3章 教職課程事務の歩き方
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教務事務 教職事務

第３章 教職課程の歩き方
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教務事務

教職事務
課程認定の知識
修得単位の知識

第３章 教職課程の歩き方
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①履修指導
②既修得単位の認定
③介護等体験に関わる事務
④教育実習に関わる事務
⑤証明書作成
⑥大学一括申請事務(個人申請含む)

⑦変更届
⑧課程認定申請
⑨再課程認定申請
➉自己点検

修得単位の知識 課程認定の知識
（教職課程開設の知識）

初任者の場合、まずは「修
得単位の知識」①～⑥の業
務をしっかり押さえること
が肝心

第3章 教職課程の歩き方
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①履修指導
②既修得単位の認定
③介護等体験に関わる事務
④教育実習に関わる事務
⑤証明書作成

⑥大学一括申請事務(個人申請含む)

①～⑤の業務は、最終的に免許を取らせるためにやっている!

滞りなく免許を申請できるように
するという気持ちで各業務を取扱
うとミスが減少する

第3章 教職課程の歩き方
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教育職員免許法

教育職員免許法施行規則

小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律

小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則

教職課程認定基準
課程認定審査の確認事項
学科等の目的・性格と免許状との相当関係に関する審査基準

大学設置基準

第7章 教職課程の学び方

教育又は研究上の業績及び実績の考え方
質問回答集
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憲法

条約

法律

命令
政令(施行令)・府省令(施行規則)など

憲法→国の最高法規。国内のすべての法律は憲法に則る
条約→国家間の合意
法律→国会の議決により定められた規範。
命令→行政機関が法律に則り制定する規範

政令→内閣が制定する命令で法律では定めていない
細部を補う事項を定める

府省令→各省の大臣が定める命令で、法律や政令で
定められていない細部の事項を定める

法令とは、一般には「法律」（国会が制定する法規範）と「命令」（国の行政機関が制定する法規範）も
含む広範囲を示します。

法令の仕組みを理解する
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普段みなれているこれらは、法令ではありません。
「通達」→行政機関から下部の機関に出す命令や指示。法の解釈や運用する際の方針や留意点が

示されていて、文科省等から大学宛てにも通知として出されたりします。

「告示」→国民にとって大事な事項を知らしめる場合「告示」として、「〇〇省告示第〇号」など
として官報に掲載されます。学習指導要領など。

「ガイドライン/基準」→ある事柄の判断・評価・審査等を行う場合の尺度や方法を
単純化・標準化するために設けられた具体的な指針。

「法的拘束力」はないが・・・・影響力は当然あるので、無視はできない。

法令に関する行政の考え方を提示しているから!!

法令の仕組みを理解する
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題名

目次

章名

見出し

条

項

号

法律のルールを知って「探せない」「読めない」を解消する!

法令の仕組みを理解する
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第三条第1項（だいさんじょうだいいっこう）

法令の仕組みを理解する

20



2024/5/27

第三条の二第１項第１号
（だいさんじょうのにだいいっこうだいいちごう）

法令の仕組みを理解する
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法律は「本則」と「附則」でできている!

本則

附則

法令の仕組みを理解する
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本則

附則

総則

中心となる規定

雑則
罰則

その法律が制定されたことに伴って生じる整理や、トラブルを処
理する規定が並ぶ。なお、附則にはその法律がいつから効力を持
つか（施行期日）の規定も盛られます。

法令の仕組みを理解する
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本則は４つのパーツに分かれる

本則

附則

総則

中心となる規定

雑則
罰則

その法律の全体ルール、目的
や対象となる事項が何かなど
が規定されている

その法律で定めたいこと
の中心となる規定

総則ほど重要でない
ルール

罰則が定められている
場合は最後に置かれる

法令の仕組みを理解する
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おすすめの学び

参議院法制局 法律の[窓]
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おすすめの学び

条文の読み方を体系的にマスターする
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最恐は事故（事務ミス）のときだけじゃない
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有事対応力

2011年3月 東北地方太平洋沖地震
2016年4月 熊本地震

2024年3月 能登半島地震

2019年12月 新型コロナウイルス感染症
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有事対応力

有事の規模の大きさ、期間が⾧いほど

が沢山出ます。

を正しく読み、自大学の教育

課程や運営に最適な方法を見極める力が

試されます。
29

有事対応力

・通知文をいち早く読み、現場に周知

・知識と自大学の運営状況を照らし合わせ
最適な方法を模索する

・ネットワークを駆使し、情報収集を行う。

30



2024/5/27

有馬的本書の使い方

教職経験者 第１～2章 グループ学習
→そこそこ経験があると、気分が悪くなるかも
しれません。グループ学習に使うと面白いです。

第3～4・7章 初任者への教授用
→自大学の業務と照らし合わせながらさらっと
教職初任者に教えるときなどに活用してください。

第5～６章 トレンドを取り入れる
→実地視察の指摘は教職課程の最新動向を探れる
良い教材です。

31

第１～2章 グループ学習

事例１:単位が足りないってばさ（取れて当たり前の教員免許）
～事例を使って多様な問題解決方法を考える～

発覚日 :9月初旬
発覚方法:大学一括申請前の担当職員による単位チェック
履修指導:１年に１回合計４回集団指導を実施

不足単位:日本国憲法（施行規則第66条の6）半期２単位
対応者 :教職課程事務担当者

該当学生:４年生（教職志望）
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第１～2章 グループ学習

事例１:単位が足りないってばさ（取れて当たり前の教員免許）

～事例を使って多様な問題解決方法を考える～

〔対症療法〕
この事例の通り、学生の履修漏れが発覚した場合
貴学はどのように対処しますか?

〔原因療法〕
どうすればこの事例は起きなかったと思いますか?
貴学がすでに行っている対策を教えてください。
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教職課程の学び方 まとめ

・教職課程事務全体をイメージする

・各業務の概要を知る/言葉を理解し、使いこなす

・実地視察の指摘事項で動向を探る

・法令と法令以外に必要な知識を深める

・中教審の部会を傍聴して、教職課程の未来に備える
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「やらない仕事（担当しない仕事）」は沢山あるが、
「知らなくていい仕事」は一つもない。

おわりに
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